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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第150期

第３四半期連結
累計期間

第150期
第３四半期連結
会計期間

第149期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年

12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年

12月31日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 32,254 9,518 45,916

経常損失（△）（百万円） △885 △584 △2,376

四半期純利益又は

当期純損失（△）（百万円）
97 616 △1,462

純資産額（百万円） － 9,019 9,445

総資産額（百万円） － 54,520 59,277

１株当たり純資産額（円） － 197.80 203.31

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり当期純損失金額（△）（円）
2.29 14.53 △34.97

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） － 15.4 14.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△87 － △286

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
6,448 － △4,128

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△3,008 － 5,053

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ 7,373 4,064

従業員数（人） － 1,361 1,440

　（注）１  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３  第150期第３四半期連結累計期間及び第150期第３四半期連結会計期間における潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４  第149期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当

たり当期純損失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 1,361 (344)

　（注）１　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載し

ております。

２　臨時従業員は、パートタイマー契約の従業員であり、派遣社員を除いております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 477 (50)

　（注）１　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載して

　　　　　　おります。

２　臨時従業員は、パートタイマー契約の従業員であり、派遣社員を除いております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円）

プラスチック材料加工事業 5,399

製紙・塗工紙関連事業 3,129

合計 8,529

(2）受注状況

　当社グループ（当社及び連結子会社）は一般市況及び直接需要を勘案して生産を行っております。

(3）販売実績

　当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円）

プラスチック材料加工事業 5,533

製紙・塗工紙関連事業 3,913

その他の事業 72

合計 9,518

　（注）１．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

金額（百万円） 割合（％）

　花王㈱ 1,007 10.6

２．販売金額には、消費税等は含まれておりません。

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

　

（１）業績の状況　

当第３四半期連結会計期間における世界経済は、燻り続けていた米国の金融不安が第３四半期（10月～12月）

に入ると世界的な金融危機に発展し実体経済に多大な悪影響を及ぼしたことから景気が急速に後退し、歴史的と

もいえる深刻な不況に陥るかの様相を呈しています。このような世界経済を反映し、第３四半期に入るとわが国

経済も景気の急速な後退局面に突入し、企業業績の悪化と個人消費の低迷が顕著になるなど不況が深刻化してい

ます。

  このような経済状況の下、当社グループにおきましては、第２四半期（７月～９月）から減速の兆候が認めら

れた半導体関連製品や、第２四半期に比較的堅調に推移したフラットパネルディスプレイ（以下ＦＰＤと略

す。）関連製品といった主力製品が、第３四半期になると世界的な景気の冷え込みから想像を超える速度の需要

減に見舞われたことなどから、当第３四半期連結会計期間の売上高は、9,518百万円となりました。

  利益面につきましては、第３四半期に入ると製品需要の急減に伴う売上高の減少で収益力が悪化しております

が、第２四半期までの原燃料価格の上昇といった利益圧迫要因が縮小したこと、ならびに前連結会計年度末に実

施した希望退職者の募集等による労務費の削減や全事業分野における業務効率の改善やコスト削減等の総合的

な収益改善対策の効果により、当第３四半期連結会計期間における営業損益は、548百万円の営業損失となり、経

常損益は584百万円の経常損失となりました。四半期純損益は、本社ビルの売却等で8,270百万円の特別利益を計上

したものの、減損損失等により4,393百万円の特別損失を計上した結果、616百万円の四半期純利益となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。

①　プラスチック材料加工事業

　ＦＰＤ関連事業は、急速な受注減に見舞われました。半導体関連事業では、受注が減少し想像以上の需要減に

見舞われました。この結果、第３四半期連結会計期間における売上高は5,533百万円となりました。

　プラスチック材料加工事業の利益面につきましては、売上高が減少したものの総合的な収益改善対策の効果

が大きく現れた結果、営業損益は499百万円の営業損失となりました。

②　製紙・塗工紙関連事業

　洋紙事業は、主力製品の販売が低迷したことなどから軟調に推移しました。この結果、第３四半期連結会計期

間における売上高は3,913百万円となりました。

　製紙・塗工紙関連事業の利益面につきましては、生産性向上等のコスト削減を強力に推進し、94百万円の営業

損失となりました。

③　その他の事業

　売上高は72百万円となり、営業利益は19百万円となりました。

　所在地別セグメントの業績は以下のとおりであります。

①　日本

　売上高は8,280百万円となりました。営業損益につきましては401百万円の営業損失となりました。

②　北米

　売上高は715百万円となりました。営業利益につきましては29百万円となりました。 

③　欧州

　売上高は148百万円となりました。営業利益につきましては１百万円となりました。

④　アジア

　売上高は375百万円となりました。営業損益につきましては33百万円の営業損失となりました。
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（２）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、第２四半期連結会計期間末に比べ5,015百万円

増加し、7,373百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　当第３四半期連結会計期間において売上債権の減少、仕入債務の増加等により、895百万円の増加となりまし

た。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　固定資産の売却による収入等により、6,169百万円の増加となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　借入れによる収入等があったものの、借入金の返済等により、1,987百万円の減少となりました。

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループは、世界的な景気後退と急激な円高への迅速な対応を新た

に対処すべき課題として追加しました。既に実行している総合的な収益改善対策を推進するとともに、緊急対

策の実施による利益の確保、ならびに本社ビル売却による手許資金の活用によりキャッシュ・フローを改善

し、有利子負債の削減を図ります。

（４）研究開発活動

　当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、438百万円であります。

　なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

（５）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当社グループが成長事業と位置付ける主力事業のプラスチック材料加工事業では、ＦＰＤ関連製品や半導体

関連製品の受注が当第３四半期連結会計期間に発生した世界的な景気後退や急激な円高要因により急速に減

少し、経営成績に影響を与えることとなりました。景気の先行きが不透明な中、当社グループは、中長期的な視

点ではプラスチック材料加工事業を引き続き成長事業と位置付け投資した設備の有効活用を図りますが、現状

は、各種コストの削減、生産調整や在庫調整等を通じてキャッシュ・フロー重視の戦略を推進します。

（６）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、54,520百万円で、前連結会計年度末に比べ4,756百万円の

減少となりました。流動資産は27,578百万円で、前連結会計年度末に比べ2,866百万円の増加となり、その主な要

因は、本社ビル売却により手許資金が増加したことによるものです。固定資産は26,941百万円で、前連結会計年

度末に比べ7,623百万円の減少となり、その主な要因は有形固定資産における減損損失の計上と繰延税金資産の

減少によるものです。

　負債合計は、45,500百万円で、前連結会計年度末に比べ4,331百万円の減少となりました。流動負債は21,162百万

円で、前連結会計年度末に比べ5,595百万円減少しており、その主な要因は短期借入金の減少と希望退職者募集

に伴う未払退職金が減少したことによるものです。固定負債は24,338百万円で、前連結会計年度末に比べ1,264

百万円増加しており、その主な要因は長期借入金の増加によるものです。なお、当第３四半期連結会計期間末に

おける有利子負債残高は29,473百万円と、前連結会計年度末に比べ3,140百万円の減少となりました。

　また、純資産は、9,019百万円で、前連結会計年度末に比べ425百万円の減少となりました。

（７）経営者の問題認識と今後の方針について

　当第３四半期連結会計期間において、業績の早期回復という短期目標を一つの通過点として企業価値のさら

なる向上を目指すという、経営者の問題認識と今後の基本方針について重要な変更はありません。ただし、業績

の早期回復という観点からは、世界的な景気後退や急激な円高に伴う収益力の低下を最大の問題と認識し、迅

速な対応により早期の黒字化を目指す方針を追加しています。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、当社は以下の設備を売却いたしました。

　

会社名
事業所名

（所在地）

事業の種類別

セグメントの名

称

設備の内容
売却額

(百万円)

帳簿価額（百万円）

売却年月建物及び構築

物、その他

土地

（面積）　
合計　

提出会社
本社

（東京都中央区）
全社　 その他設備 8,630 401

0

(749.24㎡)
401 平成20年12月　

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の売却について、「（

1）主要な設備の状況」に記載しているとおり完了いたしました。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等

の計画はありません。　

EDINET提出書類

株式会社巴川製紙所(E00650)

四半期報告書

 7/29



第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在発行数(株)

（平成20年12月31日）
提出日現在発行数（株）
（平成21年２月16日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 43,168,031 43,168,031
　　東京証券取引所

　　市場第一部

単元株式数

1,000株

計 43,168,031 43,168,031 ― ―

（２）【新株予約権等の状況】

　当社は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。

株主総会の特別決議日（平成17年６月28日）

　
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個）     464　　　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 　　 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数1,000株

新株予約権の目的となる株式の数（株）        464,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり         　　　 500（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成24年７月１日

至　平成27年６月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

　発行価格　　             500

　資本組入額　             250

新株予約権の行使の条件

①新株予約権割当を受けた者のうち、中途退職者は新株予

約権を行使できない。

②新株予約権割当を受けた者が死亡した場合は新株予約権

を行使できない。

③新株予約権割当を受けた者が行使期間内に権利行使しな

かった場合は新株予約権を行使できない。

④新株予約権割当を受けた者が死亡した場合、相続人は権

利行使請求権を相続できない。

⑤新株予約権の質入その他一切の処分は認められない。

⑥その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決

議により決定し、当社の取締役、監査役、執行役員及び従

業員並びに子会社及び関連会社の取締役との間で締結す

る新株予約権割当契約に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）１　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、

かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率
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また、①当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、②当社が他社と

株式交換を行い完全親会社となる場合、③当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認め

る株式数の調整を行うことができるものとする。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×

１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株を発行する場合（時価発行として行う公募増資等、

新株予約権及び新株予約権証券の行使により株式を発行する場合を除く）は、次の算式により払込金額を調

整し、調整に生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、①当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、②当社が他社と

株式交換を行い完全親会社となる場合、③当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認め

る払込金額の調整を行うことができるものとする。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増減
額（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成20年10月１日～

平成20年12月31日
－ 43,168,031 － 1,990 － 2,673

（５）【大株主の状況】

　当第３四半期会計期間において、㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから、平成20年11月４日付で提出さ

れた大量保有報告書の変更報告書により、平成20年10月27日現在で共同保有者である㈱三菱東京ＵＦＪ銀行と

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱がそれぞれ以下のとおり株式を所有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の

記載内容が確認できないため、当社として当第３四半期会計期間末日現在の実質所有株式数の確認ができませ

ん。

　なお、変更報告書の内容は以下のとおりであります。　

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,469 3.40

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 747 1.73
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（６）【議決権の状況】

      ①【発行済株式】

　 平成20年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式　　 434,000 － 単元株式数1,000株

完全議決権株式(その他) 普通株式　42,598,000 42,598 同上

単元未満株式 普通株式　　 136,031 －
１単元(1,000株)

未満の株式

発行済株式総数 43,168,031 － －

総株主の議決権 － 42,598 －

　（注）１　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の失念株式が1,000株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式985株が含まれております。

　　　　３　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(平成20年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

②【自己株式等】

　 平成20年12月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数(株)

他人名義所有株
式数(株)

所有株式数の合
計(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

㈱巴川製紙所
東京都中央区京橋

１－５－15
434,000 － 434,000 1.00

計 － 434,000 － 434,000 1.00

　（注）　　株主名簿上当社名義になっている株式は全て実質的に所有しております。　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 222 232 281 344 320 277 184 158 194

最低（円） 191 201 201 266 257 177 101 112 121

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。

EDINET提出書類

株式会社巴川製紙所(E00650)

四半期報告書

10/29



第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,129 4,109

受取手形及び売掛金 7,173 8,077

製品 4,596 4,342

半製品 3,612 3,853

原材料 2,069 2,103

仕掛品 16 12

その他 2,011 2,248

貸倒引当金 △31 △35

流動資産合計 27,578 24,711

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 9,854

※1
 11,701

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 7,727

※1
 11,568

その他（純額） ※1
 5,148

※1
 5,504

有形固定資産合計 22,730 28,774

無形固定資産 849 943

投資その他の資産

その他 ※2
 3,369

※2
 4,854

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 3,361 4,847

固定資産合計 26,941 34,565

資産合計 54,520 59,277
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,676 8,266

短期借入金 ※2
 2,635

※2
 5,931

1年内返済予定の長期借入金 5,145 5,741

1年内償還予定の社債 － 500

未払法人税等 871 134

賞与引当金 169 536

その他 3,665 5,647

流動負債合計 21,162 26,757

固定負債

長期借入金 21,693 20,441

退職給付引当金 1,790 1,897

役員退職慰労引当金 120 224

負ののれん 57 64

その他 675 445

固定負債合計 24,338 23,073

負債合計 45,500 49,831

純資産の部

株主資本

資本金 1,990 1,990

資本剰余金 2,689 2,548

利益剰余金 4,419 4,322

自己株式 △277 △277

株主資本合計 8,822 8,583

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 153 366

繰延ヘッジ損益 6 △3

為替換算調整勘定 △584 △438

評価・換算差額等合計 △424 △74

少数株主持分 622 936

純資産合計 9,019 9,445

負債純資産合計 54,520 59,277
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 32,254

売上原価 28,065

売上総利益 4,189

販売費及び一般管理費 ※1
 4,926

営業損失（△） △736

営業外収益

受取利息 80

受取配当金 32

負ののれん償却額 12

為替差益 229

その他 145

営業外収益合計 499

営業外費用

支払利息 533

持分法による投資損失 1

その他 113

営業外費用合計 648

経常損失（△） △885

特別利益

固定資産売却益 ※2
 8,237

その他 402

特別利益合計 8,639

特別損失

減損損失 ※3
 4,200

その他 ※4
 1,038

特別損失合計 5,238

税金等調整前四半期純利益 2,515

法人税、住民税及び事業税 963

法人税等調整額 1,606

法人税等合計 2,570

少数株主損失（△） △152

四半期純利益 97
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 9,518

売上原価 8,516

売上総利益 1,002

販売費及び一般管理費 ※1
 1,551

営業損失（△） △548

営業外収益

受取利息 32

受取配当金 11

負ののれん償却額 4

為替差益 129

その他 30

営業外収益合計 208

営業外費用

支払利息 189

持分法による投資損失 13

その他 41

営業外費用合計 244

経常損失（△） △584

特別利益

固定資産売却益 ※2
 8,228

その他 41

特別利益合計 8,270

特別損失

減損損失 ※3
 4,036

その他 ※4
 357

特別損失合計 4,393

税金等調整前四半期純利益 3,291

法人税、住民税及び事業税 802

法人税等調整額 2,057

法人税等合計 2,859

少数株主損失（△） △184

四半期純利益 616
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,515

減価償却費 2,663

減損損失 4,200

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △104

退職給付引当金の増減額（△は減少） △107

受取利息及び受取配当金 △112

支払利息 533

為替差損益（△は益） 7

有形固定資産売却損益（△は益） △8,237

補助金収入 △351

売上債権の増減額（△は増加） 800

たな卸資産の増減額（△は増加） △774

仕入債務の増減額（△は減少） 523

その他 △894

小計 658

利息及び配当金の受取額 137

利息の支払額 △632

法人税等の支払額 △277

その他の収入 35

その他の支出 △7

営業活動によるキャッシュ・フロー △87

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △710

有形固定資産の取得による支出 △1,537

有形固定資産の売却による収入 8,644

補助金の受取額 351

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

109

貸付けによる支出 △400

その他 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,470

長期借入れによる収入 5,626

長期借入金の返済による支出 △4,927

社債の償還による支出 △500

その他 263

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,008

現金及び現金同等物に係る換算差額 △42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,309

現金及び現金同等物の期首残高 4,064

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 7,373
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当社は、前連結会計年度2,077百万円、当第３四半期連結

累計期間736百万円の営業損失を計上し、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在しています。

　当社は、当該状況を解消すべく、既に実行している総合的

な収益改善対策の推進に拍車をかけるとともに、役員報

酬、管理職報酬の減額といった緊急対策に着手しておりま

す。

　さらに、2008年12月には本社ビルを売却し、充分な手許資

金を確保しており、これを今後の有利子負債の返済にあて

る予定です。

四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、上記のような重要な疑義の影響を四半期連結財務

諸表には反映しておりません。　

EDINET提出書類

株式会社巴川製紙所(E00650)

四半期報告書

17/29



【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(1)連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間より、MP Juarez, LLC(旧商

号:TOMOEGAWA PAPER AMERICA LLC）は持分比

率の減少により連結子会社から持分法適用関連会社

に変更しております。

(2)変更後の連結子会社の数

13社

２．持分法の適用に関する事

項の変更

(1)持分法適用関連会社の変更　

第１四半期連結会計期間より、MP Juarez, LLC(旧商

号:TOMOEGAWA PAPER AMERICA LLC）は持分比

率の減少により連結子会社から持分法適用関連会社

に変更しております。

(2)変更後の持分法適用関連会社の数

２社

３．会計処理基準に関する事

項の変更

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、

従来、主として移動平均法による原価法によっており

ましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の

評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号　平成

18年７月５日)が適用されたことに伴い、主として移

動平均法による原価法(貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定し

ております。

なお、同会計基準の適用にあたっては、期首在庫の

評価から適用したとみなし、期首在庫に含まれる変更

差額を特別損失に計上する方法によっており、当第３

四半期連結会計期間末における収益性の低下による

簿価切下額を売上原価に計上しております。

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失

及び経常損失は、それぞれ70百万円減少し、税金等調

整前四半期純利益は、329百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。

(2)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理

に関する当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成

における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」(企業会計基準委員会　実務対応報告第18号　平成

18年５月17日)を適用し、連結決算手続上必要な修正

を行っております。

これによる、当第３四半期連結累計期間の損益に与

える影響は軽微であります。
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【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

　税金費用の算定方法 当第３四半期連結累計期間の法人税等

の納付税額の算定に関しては、加味する加

減算項目や税額控除項目を重要なものに

限定する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、 37,371百万円で

あります。　

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、38,391百万円であ

ります。　

※２　投資その他の資産の「その他」には消費貸借契約に

より貸し付けている有価証券 219百万円が含まれて

おります。なお、当該取引による借入金は流動負債の

「短期借入金」に含まれており、その金額は150百万

円であります。

※２　投資その他の資産の「その他」には消費貸借契約に

より貸し付けている有価証券324百万円が含まれて

おります。なお、当該取引による借入金は流動負債

の「短期借入金」に含まれており、その金額は250

百万円であります。

　３　(1)当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行21行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

　３　(1)当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行21行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

当四半期連結会計期間末における当座貸越契約

及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高

等は次のとおりであります。　

当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸

出コミットメントに係る借入未実行残高等は次

のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コ

ミットメントの総額
  17,200百万円

借入実行残高   17,200      

差引額 －　

当座貸越極度額及び貸出コ

ミットメントの総額
22,200百万円

借入実行残高 21,200

差引額 1,000 

　　　 (2)　　　　　 ――――――　　　　　　　　　　　　　 　　　(2)当社においては、東海地震（マグニチュード7.2以

上）の発生等を条件としたコミットメント期限

付タームローン予約契約を締結しております。

当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸

出コミットメントに係る借入未実行残高等は次

のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コ

ミットメントの総額
4,000百万円
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（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は　

　　　

　　次のとおりであります。

給料手当 963 百万円

賞与引当金繰入額　 57 　

退職給付費用　 110 　

役員退職慰労引当金繰入額

　
12 　

減価償却費　 134 　

研究開発費　 1,331 　

※２　固定資産売却益は主として本社ビル等の売却による

　　ものです。　　

※３　減損損失　　　

　　　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ

は以下の資産グループについて減損損失を計上しま

した。

場所 用途 種類

　当社静岡事業所

　（静岡県静岡市）

塗工紙生産用塗工設備

（１）

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

器具及び備品　

　当社静岡事業所

　（静岡県静岡市）

フラットパネルディス

プレイ向け光学フィル

ム生産用設備（２）　

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

器具及び備品

リース資産

無形固定資産　

　新巴川製紙株式会社

　（静岡県静岡市）

機能紙抄造用設備

（３）　

構築物

機械装置

器具及び備品

リース資産

無形固定資産　

　　 （資産のグルーピングの方法）

　　　当社グループは、継続的に収支の把握を行っていいる

各事業を基準とした管理会計上の区分に従って資

産をグルーピングしております。

　　 （減損損失の認識に至った経緯）

　　　（１）塗工紙生産用塗工設備

　　　当社静岡事業所の塗工紙生産用塗工設備による生産が

終了したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を固定資産減損損失として計上いたしま

した。 

その内訳は、建物及び構築物72百万円、機械装置及び

運搬具90百万円、器具及び備品0百万円であります。
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当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

　　　（２）フラットパネルディスプレイ向け光学フィルム

生産用設備

　　　当社静岡事業所のフラットパネルディスプレイ向け光

学フィルム生産用設備は将来の市場環境が不透明

で、急速な業績回復が厳しい状況から、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を固定資産減損

損失として計上いたしました。 

その内訳は、建物及び構築物806百万円、機械装置及

び運搬具2,188百万円、器具及び備品55百万円、リー

ス資産418百万円、無形固定資産4百万円であります。

　　　（３）機能紙抄造用設備

　　　新巴川製紙株式会社の機能紙抄造用設備は同設備によ

る短期間の収益改善が見込まれないことから、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を固定

資産減損損失として計上いたしました。 

その内訳は、構築物25百万円、機械装置479百万円、器

具及び備品6百万円、リース資産52百万円、無形固定

資産0百万円であります。 

      （回収可能価格の算定方法）

      当資産グループの回収可能価額は正味売却価額によ

り算定しており、正味売却価額は零として算定して

おります。

※４　特別損失の「その他」のうち192百万円は、連結子会

社の買掛金調整額等であります。
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は　

　　　

　　次のとおりであります。

給料手当 325 百万円

賞与引当金繰入額　 57 　

退職給付費用　 40 　

役員退職慰労引当金繰入額

　
1 　

減価償却費　 44 　

研究開発費　 438 　

※２　固定資産売却益は主として本社ビル等の売却による

　　ものです。　

※３　減損損失　　

　　　当第３四半期連結会計期間において、当社グループは以

下の資産グループについて減損損失を計上しまし

た。

場所 用途 種類

　当社静岡事業所

（静岡県静岡市）

フラットパネルディス

プレイ向け光学フィル

ム生産用設備（１）　

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

器具及び備品

リース資産

無形固定資産　

　新巴川製紙株式会社

（静岡県静岡市）

機能紙抄造用設備

（２）

構築物

機械装置

器具及び備品

リース資産

無形固定資産　

　 　（資産のグルーピングの方法）

　　　当社グループは、継続的に収支の把握を行っていいる

各事業を基準とした管理会計上の区分に従って資

産をグルーピングしております。

　　 （減損損失の認識に至った経緯）

　　　（１）フラットパネルディスプレイ向け光学フィルム

生産用設備

　　　当社静岡事業所のフラットパネルディスプレイ向け光

学フィルム生産用設備は将来の市場環境が不透明

で、急速な業績回復が厳しい状況から、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を固定資産減損

損失として計上いたしました。 

その内訳は、建物及び構築物806百万円、機械装置及

び運搬具2,188百万円、器具及び備品55百万円、リー

ス資産418百万円、無形固定資産4百万円であります。

　　　（２）機能紙抄造用設備

　　　新巴川製紙株式会社の機能紙抄造用設備は同設備によ

る短期間の収益改善が見込まれないことから、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を固定

資産減損損失として計上いたしました。 

その内訳は、構築物25百万円、機械装置479百万円、器

具及び備品6百万円、リース資産52百万円、無形固定

資産0百万円であります。 
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　 （回収可能価格の算定方法）

　　　当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により

算定しており、正味売却価額は零として算定してお

ります。

※４　特別損失の「その他」のうち192百万円は、連結子会

社の買掛金調整額等であります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

（百万円）

現金及び預金残高 8,129

預入期間が３か月を超える定期預金 △755

現金及び現金同等物 7,373

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　43,168千株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　 712千株

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

４．株主資本の著しい変動に関する事項

当社は、平成20年４月１日付で、巴川物流サービス㈱を完全子会社とするために株式交換を行いました。この

結果、第１四半期連結会計期間において資本剰余金が141百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末において

資本剰余金が2,689百万円となっております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　

プラスチッ
ク材料加工
事業
（百万円）

製紙・塗工
紙関連事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 5,533 3,913 72 9,518 － 9,518

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
0 0 270 271 （271）　 －

計 5,533 3,914 343 9,790 （271）　 9,518

営業利益又は営業損失（△） △499 △94 19 △574 26 △548

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　

プラスチッ
ク材料加工
事業
（百万円）

製紙・塗工
紙関連事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 19,747 12,277 229 32,254 － 32,254

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
8 1 833 843 （843）　 －

計 19,756 12,278 1,062 33,097 （843）　 32,254

営業利益又は営業損失（△） △833 △33 62 △804 67 △736

 (注)１　事業区分の方法

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1）プラスチック材料加工事業………ＦＰＤ向け光学フィルム、電子部品材料、化成品（トナー）

(2）製紙・塗工紙関連事業……………洋紙、情報メディア製品、機能紙

(3）その他の事業………………………物流サービス、その他

３　会計処理の方法の変更

(たな卸資産の評価に関する会計基準)

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．(１)に記載のとおり、第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号　平成18年７月５日)が適用されたこ

とに伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間におけるプラスチック材料加工事業の

営業損失が54百万円減少し、製紙・塗工紙関連事業の営業損失が16百万円減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　
日本

（百万円）
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 8,280 715 148 375 9,518 － 9,518

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
757 101 △0 40 900 （900）　 －

計 9,037 817 148 416 10,418 （900）　 9,518

営業利益又は営業損失（△） △401 29 1 △33 △404 △144 △548

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　
日本

（百万円）
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 27,279 2,967 651 1,356 32,254 － 32,254

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,001 397 1 140 2,539 （2,539）　 －

計 29,281 3,364 652 1,496 34,794 （2,539）　 32,254

営業利益又は営業損失（△） △817 176 10 43 △586 △149 △736

 (注)１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　 ２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米：アメリカ

(2) 欧州：オランダ

(3) アジア：中国

３　会計処理の方法の変更

(たな卸資産の評価に関する会計基準)

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．(１)に記載のとおり、第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号　平成18年７月５日)が適用されたこ

とに伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間における営業損失が、日本で70百万円

減少しております。
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【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　 北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 543 571 931 33 2,079

Ⅱ　連結売上高（百万円） －　 －　 －　 －　 9,518

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に

占める割合（％）
5.7 6.0 9.8 0.3 21.8

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　 北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,393 1,648 3,557 324 7,922

Ⅱ　連結売上高（百万円） －　 －　 －　　 －　 32,254

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に

占める割合（％）
7.4 5.1 11.1 1.0 24.6

 (注)１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）北米：アメリカ

(2）欧州：イギリス

(3）アジア：中国

(4) その他の地域：南米他

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（有価証券関係）

　企業集団の事業の運営において重要ではないため、記載しておりません。

（デリバティブ取引関係）

　企業集団の事業の運営において重要ではないため、記載しておりません。

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 197.80円 １株当たり純資産額 203.31円

２．１株当たり四半期純利益金額

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 2.29円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 14.53円

同左

　（注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純利益（百万円） 97 616

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 97 616

期中平均株式数（株） 42,455,987 42,455,440

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

－ －

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（リース取引関係）

　著しい変動がないため、記載しておりません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年２月16日

株式会社巴川製紙所

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 木下　邦彦　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 河西　秀治　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大津　素男　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社巴川製紙所

の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社巴川製紙所及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態、

同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が、すべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

　　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度より営業損失を継続して計上したことに

より、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営者の対応等は当該注記に記載されてい

る。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表に

は反映していない。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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